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苦情及び異議申立て処理規程 

 

（目的） 

第１条 本規程の目的は、公益社団法人日本水産資源保護協会（以下「本会」という）の一般社団

法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会(以下「協議会」という。)が定める マリン・エコラベル・ジャ

パン 漁業認証規格（以下「漁業認証規格」という。）、マリン・エコラベル・ジャパン養殖認証規格

（以下「養殖認証規格」という。）、及びにマリン・エコラベル・ジャパン流通加工段階認証規格（以下

「CoC 認証規格」という。）並びに漁業認証規格に基づいて認証を行う機関に対する要求事項、養

殖認証規格に基づいて認証を行う機関に対する要求事項、及びCoC認証規格に基づいて認証を

行う機関に対する要求事項に基づく認証に関する業務（以下「認証に関する業務」という。）におけ

る苦情及び異議申立て（以下「苦情等」という。）の処理の手順を明らかにすることである。 

 

（責任） 

第２条 会長は、認証申請者及び認証事業者、又はその他の者から持ち込まれる苦情等について

の責任を負う。 

 

（苦情等の受付） 

第３条 会長は、認証申請者及び認証事業者、又はその他の者から持ち込まれる苦情等は文書

によって受け付ける。 

 

（苦情等の処理） 

第４条 苦情及び異議申立ての記録並びに修正処置の記録の保持を行っていること。 

２ 苦情等が文書等で申し立てがあり認証業務に関連すると判断した場合、申し立て者に正式に

受理した旨文書等で通知すること。 

３ 必要な全ての情報収集及び検証に責任を持ち、適切な処置を行うこと。 

４ 苦情等の処理方法の決定には、該当する認証業務に従事しなかった者であって過去 2 年間に

コンサルタント等を行っていない利害の抵触のない者を割り当てること。 

５ 実施した処置の文書化及びそれらの処置の有効性の評価を行うこと。 

６ 異議申立てについては、処理の結果を申立者に文書で通知すること。また、苦情処理について

は可能な場合、苦情処理の結果を申立者に通知すること。 

７ 苦情等の処置について、申し立て者からの更なる苦情等には適切に対応すると共に、必要な

再発防止策等の処置を講ずること。 

８ 会長は、苦情等の内容を検討し、必要な場合は判定委員会を招集することができる。 

９ 判定委員会は、苦情等について新たな情報を収集、実地調査を担当した審査員から事情を聴 

取するなどして、判定結果を苦情等の受理後６０日以内に文書によって苦情等を申し出た者に 

通知する。 

１０ 判定委員会が臨時確認調査を必要と判断したときは、速やかに確認調査を実施する。その際 

の判定委員会は苦情等を申し出た者を判定した判定員１名と判定しなかった２名の者がこれに
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当たる。 

１１ 臨時確認調査を行う場合は認証業務規程 5.10の規定に準じて行うこととする。 

１２ 臨時確認調査の判定結果は臨時確認調査後３０日以内に文書によって苦情等を申し出た者   

に通知する。 

 

（苦情等の受付回数） 

第５条 会長は、認証申請者及び認証事業者、又はその他の者から持ち込まれる苦情等が同一

内容である場合は２回まで受け付けることができるが、それ以上は受け付けない。 

 

（苦情等の処置の有効性の評価） 

第６条 会長は、苦情等の処理の結果について有効性を評価して認証に関する業務の適切な運

営に反映させるよう努めなければならない。 

 

（苦情等に要する経費） 

第７条 認証申請者又は認証事業者から異議を申し立てられた場合、また第三者（一般消費者

等）から認証申請者又は認証事業者に関する疑義情報が入った場合の苦情等の処理に要した費

用は認証業務規程 5.2の臨時調査手数料（認証審査手数料規程別表）を認証申請者又は認証事

業者と当協会で半額ずつ負担する。但し、第三者からの疑義において認証申請者又は認証事業

者に全面的に非があると判断された場合において苦情等の処理に要した費用は認証業務規程

5.2 の臨時調査手数料（認定証審査手数料規程別表）の全額を認証申請者又は認証事業者が負

担する。 

２．１項における第三者からの疑義において認証申請者又は認証事業者に全面的に非があると判

断された場合においての判断基準は「認証業者の違反の区分及び登録認証機関の対応の基準」

の３段階の処分の「認証取り消し」、および「認証マーク使用の権限付与などに、全ての必要な修

正」処分が相当と判断された場合とする。 

 

（記録の保存と管理） 

第８条 会長は、苦情等の処理の経緯及び対処の結果を記録し、別に定める文書管理規程に基

づいて管理するものとする。 

 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、苦情等の処理に関して必要な事項は会長が別に定める。 

 

（附則） 

１．この規程は、平成３０年２月５日より施行する 

 


